
2024 年 2 月 29 日 

書式 24 治験費用に関する契約書変更一覧表 

 変更前 変更後 変更理由 

第５条 － （観察期脱落に係る費用） 

第５条 同意取得後、選択基準等に合致せず、治験薬投与に至らなかった症例は、目標

症例数に含めないものとし、以下の費用を算定するものとする。 

項目 算定方法 金額（消費税別） 

① 観察期脱落に

係る研究費 
「50,000円／１脱落症例数」 

〔１脱落症例あたり〕 

円 

② 観察期脱落に

係るCRC業務費 
「30,000円／１脱落症例数」 

〔１脱落症例あたり〕 

円 

③ 管理経費 

観察期脱落症例に係る技術料及び光熱水費・

通信費等の管理的諸経費として、「(①+②)×(脱

落症例数)×20％」とする。 

円 

２ 観察期脱落症例に係る費用は出来高払いとし、治験薬投与に至らなかった症例数を

乗じた額を治験終了後に支払うものとする。 

 

脱落症例

に対する

費用の明

確化 

第７条 ６ 甲は、第２条及び第３条の費用については

消費税を上乗せした金額を乙に請求するものと

する。なお、消費税法改正により消費税及び地方

消費税率が変動した場合には、改正以降におけ

る消費税等相当額を変動後の消費税率により計

算する。 

６ 甲は、第２条及び第３条並びに第５条の費用については消費税を上乗せした金額を

乙に請求するものとする。なお、消費税法改正により消費税及び地方消費税率が変動し

た場合には、改正以降における消費税等相当額を変動後の消費税率により計算する。 

記載整備 

 


